
平成１９年度事業計画 

 

観光は、地域経済の活性化、雇用の機会の増大に寄与するとともに、我々の生活の安

定向上に貢献するものであることに加え、国際相互理解を増進するものである。近年、

観光ニーズの高度化、観光旅行の形態の多様化や観光分野における国際競争が一層激化

しているが、こうした観光をめぐる諸情勢の著しい変化への適切な対応が求められてい

る。 

 

本県では、平成１９年４月から９月まで初めて本県を舞台にしたＮＨＫ朝の連続テレ

ビ小説「どんど晴れ」が全国放送され、また７月から９月まで「北東北デスティネーシ

ョンキャンペーン」が展開されるほか、「平泉の文化遺産」の平成２０年の世界遺産登

録を目指した全県的な取組みが行われている。 

 

平成１９年度は、これらを絶好の機会として活かし、その効果が全県に及ぶよう、事

業の重点化、効率的な事業実施に努めるとともに、観光をめぐる様々な変化に適切に対

応していくものとする。 

 

こうした基本的認識に立って、以下の重点事項を中心に実施することとする。 

１ 本県の多様な観光資源を活用した旅行商品の造成 

  「平泉の文化遺産」の世界遺産登録によって増大が見込まれる観光客を、県北沿岸

地域も含め全県に誘導するため、平成２０年度の旅行商品を造成する。 

２ 観光振興に寄与する人材の育成 

  観光関連施設の従事者を対象に、接遇や観光知識を兼ね備え、観光振興に寄与する

「いわておもてなしマイスター」を育成する。 

３ 情報発信機能の拡充・強化 

 観光ホームページ等を活用し、観光関係者との連携のもと、本県の旬の観光情報を

広く発信するとともに、観光ホームページをリニューアルする。 

４ 教育旅行の誘致促進 

  昨年度に引き続き、北海道２都市及び都内においてグリーン・ツーリズム団体との

連携を図りながら誘致説明会を開催する。 

 

以上、県、市町村、市町村観光協会、観光関係団体、民間企業等と緊密に連携し、本

県の観光振興のために効果的な事業を積極的に推進していく。 

 



観光振興事業会計≪一般会計≫の部                      

 

１ 情報発信 

（１）観光ホームページを活用した情報発信 

① 観光情報高度化推進事業【一部見直し／予算科目Ⅰ-１-(１)】 

岩手県が作成したホームページ『「こちら、岩手ナチュラル百貨店。」岩手

の旅』の管理運営を行い、県、市町村、市町村観光協会及び観光施設等との連

携のもと、県内外に向けて観光情報を総合的かつ適時に発信する。 

また、県のプロジェクト事業により作成した「岩手県ロケーションガイド」

のホームページの掲載内容を見直し、『「こちら、岩手ナチュラル百貨店。」

岩手の旅』に組み込んで情報発信する。 

さらに、県と連携し、平成 19 年度中に現在のホームページをリニューアル

する。 

（２）マスコミを活用した情報発信 

① 近県等誘客活動【継続／Ⅲ-１】 

近県等をターゲットに、地域情報誌、新聞等のマスコミを活用して観光情報

の発信を行い、誘客を促進する。 

   ② マスコミ招待事業【継続／Ⅲ-4-(1)】 

東京、関西、中京等の大都市圏及び近県の新聞、旅行雑誌、生活情報誌、ミ

ニコミ誌等の編集者を本県に招待して、平泉を含む各地の観光地を視察してい

ただき、記事の掲載を働きかける。 

（３）観光宣伝事業等負担【継続／Ⅰ-1-(2)】 

岩手県空港利用促進協議会等の観光関係団体等に対して負担金を支出すると

ともに、東京、大阪及び名古屋で開催される「岩手の物産と観光展」において、

観光情報の発信を行い、誘客を促進する。 

 

２ 誘客対策 

（１）一般誘客対策 

① 国内誘客対策【継続／Ⅲ-３-(２)】 

近県誘客対策として仙台市、首都圏誘客対策として東京都において、それぞ 

れ旅行会社の旅行商品企画担当者を対象とした観光客誘致説明会を開催する。 

② 国際誘客対策 

ア．国際チャーター便歓迎【継続／Ⅱ-２-(１)】 

いわて花巻空港を利用する台湾、中国等の国際チャーター便の歓送迎行事

を実施し、本県の国際観光を促進する。 



イ．中国関連【継続／Ⅱ-１-(２)、Ⅲ-８】 

県が実施する観光ミッション団の派遣や来県する中国人観光客等の招待

事業等に対して、支援、協力する。 

また、中華人民共和国大連市で開催される「２００７東アジア国際旅行博

覧会」において、岩手県大連経済事務所と連携し本県観光の周知宣伝を図る。 

ウ．台湾関連【継続／Ⅱ-１-(２)、Ⅲ-８】 

台湾において開催される「ＩＴＦ２００７」に県とともに参加し、本県観

光の周知宣伝を図るほか、県が実施する観光ミッション団や各種招待事業等

に対して、支援、協力する。 

エ．韓国関連【継続／Ⅳ-２】 

韓国からの観光客の誘致促進のため開設している「北東北三県・北海道ソ

ウル事務所」が実施する観光商談会に参加する。 

（２）教育旅行誘致対策 

① 北海道【継続／Ⅲ-３-(１)】 

教育旅行の誘致拡大を図るため、北海道札幌市及び函館市において、旅行会

社の担当者及び中学校の担当教諭を対象とした説明会及び商談会を開催する。 

また、「北東北三県合同教育旅行情報交換会」に参加し、本県への誘致を促

進する。 

② 東京都【継続／Ⅲ-３-(１)】 

教育旅行の誘致拡大を図るため、東京都において旅行会社の担当者を対象と

した説明会及び商談会を開催する。 

 （３）旅行商品造成【新規／Ⅲ-９】 

    「平泉の文化遺産」の世界遺産登録によって増大が見込まれる観光客を、多様

な観光資源を有する県北沿岸地域も含め全県に誘導するため、地域特性や観光ニ

ーズを踏まえた平成２０年度の旅行商品を造成する。 

 

３ 支援 

（１）各種キャンペーン支援【継続／Ⅲ-２-(１)】 

首都圏等において、広域観光団体等が実施する広域観光キャンペーンに対して

支援する。 

また、冬季におけるスキー客等の誘客を図るため、盛岡エリアスキー場協議会

とタイアップして広域キャンペーンを展開する。 

（２）国際観光支援【継続／Ⅲ-８】 

中国国際チャーター便で来県する中国人観光客等の歓迎行事を支援する。 

（３）県外事務所観光振興支援【継続／Ⅲ-７】 



岩手県の各県外事務所が実施する、観光客誘致の各種事業の実施に対して支援

する。 

 

４ 受入態勢整備 

（１）観光案内所運営 

① 北東北観光センター運営【継続／Ⅱ-２-(１)、Ⅲ-５-(１)】 

盛岡駅にある観光案内所及び「ｉ」案内所の運営経費の一部を助成し、本県

を訪れる観光客に対して観光情報の提供、観光相談等を行う。 

② 東京観光案内所運営【継続／Ⅲ-５-(２)】 

「いわて銀河プラザ」内の観光案内所を運営するための経費の２分の１を負

担し、本県の観光情報の提供、観光相談等を行う。 

③ 「いわて観光おもてなしセンター」管理運営【継続／Ⅰ-２-(２)】 

協会内に設置した「いわて観光おもてなしセンター」において、来訪による

観光相談、電話及び電子メール等で寄せられる観光情報提供依頼等に対応する。 

④ 「ｉ」案内所運営等観光情報提供【継続／Ⅲ-５-(３)】 

協会内に設置した「ｉ」案内所において、外国人旅行客に対して観光情報を

提供するとともに、国内旅行客に対しても観光情報を提供する。 

（２）「いわておもてなしマイスター」育成【新規／Ⅰ-２-(１)】 

観光客等と接する機会の多い宿泊、観光及び土産品販売の施設の従事者や観光

関係団体の職員等を対象に、接遇や観光知識に関する研修会を実施し、他の模範

となる人材を「いわておもてなしマイスター」として認定する。 

なお、研修会については、県の地域限定通訳案内士の養成講座とも連動できる

よう配慮する。 

（３）観光土産品改善【一部見直し／Ⅰ-２-(３)】 

観光土産品の品質向上を図るため、他団体と連携して観光土産品の推奨審査を

実施し、優良観光土産品の推奨を行うとともに、平成１７年度に推奨を行った優

良観光土産品に対して推奨シールを頒布する。 

（４）協会情報発信【一部見直し／Ⅰ-２-(５)】 

観光ホームページや電子メールを活用し、協会賛助会員から寄せられた地域、

施設等の旬の観光情報を広く発信する。 

（５）ボランティアガイド育成【継続／Ⅰ-２-(６)】 

観光ボランティアガイドの資質の向上と相互の連携を目的に設立した、「岩手

県観光ボランティアガイド連絡協議会」に対して支援を行う。 

（６）地域食を生かしたおもてなし観光促進【新規／Ⅲ-１０】 

    宿泊施設等における地域食材の活用、観光客に対する地域食の提供拡大を促進



するため、セミナーを開催する。 

 

５ 広域機関連携等 

（１）北東北三県観光立県推進協議会【継続／Ⅱ-１-(１)】 

北東北三県による国内観光等の推進を図るため、北東北三県観光立県推進協議

会に対して支援を行う。 

（２）東北広域観光推進協議会【継続／Ⅱ-１-(３)】 

東北六県による広域観光の推進を図るため、東北広域観光推進協議会に対して

支援を行う。 

（３）拠出金【継続／Ⅱ-３】 

社団法人日本観光協会に負担金を拠出する。 

（４）「いわて観光の日」【継続／Ⅰ-２-(４)･(７)】 

岩手県が制定した「いわて観光の日」（５月１６日）に合わせて、県民の観光

に対する意識啓発活動の一環として、新聞広告、記念講演、観光業務優良従事者

表彰を行い、気運の醸成を図る。 

（５）「こちら、岩手ナチュラル百貨店。」友の会【継続／Ⅲ-６】 

「こちら、岩手ナチュラル百貨店。」友の会の会員に対して、四季の観光情報

を提供し、岩手ファンの確保と口コミ等による誘客の促進を図る。 

 

６ 受託事業 

（１）東京事務所観光案内業務【継続／Ⅳ-１】 

東京事務所観光案内業務の経費の２分の１を受託事業として実施する。 

（２）北東北三県・北海道ソウル事務所運営【継続／Ⅳ-２】 

北東北三県及び北海道が共同で設置するソウル事務所の管理運営を受託事業

として実施する。 

 

７ 移管事業 

（１）観光統計作成【一部見直し／Ⅴ-１】 

地域における観光レクリエーション客の動向やニーズを把握し、効果的な観光

施策の企画・立案に役立てることを目的として、市町村、地方振興局の協力を得

て、各種の観光統計を作成する。 

また、取りまとめ結果については「岩手県観光統計概要」として、ホームペー

ジ『「こちら、岩手ナチュラル百貨店。」岩手の旅』上で公表する。 

（２）観光宣伝媒体作成事業【継続／Ⅴ-２】 

全県的及び基礎的な観光資料である「岩手観光案内図」を改訂版として作成、



配布する。 

（３）広域連携観光推進事業【一部見直し／Ⅴ-３】 

「平泉の文化遺産」の世界遺産登録によって増大が見込まれる観光客を、多様

な観光資源を有する県北沿岸地域も含め全県に誘導するため、観光関係者と連携

し広域的な旅行商品を造成する。 

 

８ その他 

（１） ７月から９月までの３ヶ月間、北東北三県で展開される「北東北デスティネ 

ーションキャンペーン」で来訪する観光客に対して、タイムリーな観光情報を提

供するとともに、「おもてなしの心」で応対するよう意識啓発を行うなど受入態

勢に万全を期す。 

（２） 観光関連団体との連携を一層強化するとともに、同団体が主催する各種イベン 

ト、事業等の実施に対して積極的に支援、協力する。 

 


